
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブを被検体に当接して超音波を送受波し、受波信号に基づき超音波診断画
像を生成して表示する超音波診断装置であって、
　前記超音波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位手段と、
　被検体上の所定の複数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置した時の前記測
位手段の測定結果に基づき、実空間座標系からボディマーク表示座標系への座標変換を規
定する変換規則情報を作成するキャリブレーション手段と、
　被検体を表すボディマークと、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイ
ド表示を、前記超音波診断画像に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記
キャリブレーション手段で求めた変換規則情報に基づき、前記測位手段で測定した前記超
音波プローブの位置から前記ボディーマークの表示上でのプローブマークの位置を計算し
、計算した位置に前記プローブマークの表示を形成するガイド表示生成手段と、

　を備える超音波診断装置。
【請求項２】
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　前記キャリブレーション手段によるキャリブレーション作業の際に、前記各基準部位の
位置を示したキャリブレーションガイド表示を提供するキャリブレーションガイド手段と
、

超音波プローブを被検体に当接して超音波を送受波し、受波信号に基づき超音波診断画
像を生成して表示する超音波診断装置であって、



ことを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項３】
　

ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１ 記載の超音波診断装置において、
　前記複数の基準部位は、各座標軸についてそれぞれ異なる少なくとも２つの座標値が得
られるように選定され、
　前記キャリブレーション手段は、前記複数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ
配置した時の前記測位手段の測定結果から得られる各座標軸ごとの異なる少なくとも２つ
の座標値から、実空間座標系での当該座標軸についての座標値をボディマーク表示座標系
での対応座標軸の座標値へ変換する変換規則を定めることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１ 記載の超音波診断装置において、
　前記キャリブレーション手段は、前記各基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置
した時に前記測位手段で測定した位置が、当該基準部位の前記ボディマーク表示座標系に
おける位置に座標変換されるように前記変換規則情報を求めることを特徴とする超音波診
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　前記超音波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位手段と、
　被検体上の所定の複数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置した時の前記測
位手段の測定結果に基づき、実空間座標系からボディマーク表示座標系への座標変換を規
定する変換規則情報を作成するキャリブレーション手段と、
　被検体を表すボディマークと、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイ
ド表示を、前記超音波診断画像に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記
キャリブレーション手段で求めた変換規則情報に基づき、前記測位手段で測定した前記超
音波プローブの位置から前記ボディーマークの表示上でのプローブマークの位置を計算し
、計算した位置に前記プローブマークの表示を形成するガイド表示生成手段と、
　を備え、
　前記測位手段は、前記超音波プローブの三次元的な位置及び方位を測定し、
　前記ガイド表示生成手段は、前記プローブマークとして三次元的なマークを用いるとと
もに、前記超音波プローブの三次元的な位置及び方位から前記変換規則情報に基づき前記
ガイド表示上での前記三次元的なプローブマークの三次元的な位置及び方位を計算し、そ
の計算結果に従って前記三次元的なプローブマークの表示を生成し、
　前記ガイド表示生成手段は、前記ボディマークとして三次元的なマークを用い、
　前記ガイド表示生成手段は、前記三次元的なボディマークを半透明表示とし、前記プロ
ーブマークが視点から見てそのボディマークの裏側にある場合にも、そのボディマークを
透過してそのプローブマークが前記ガイド表示上で視認できるようにした

超音波プローブを被検体に当接して超音波を送受波し、受波信号に基づき超音波診断画
像を生成して表示する超音波診断装置であって、
　前記超音波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位手段と、
　被検体上の所定の複数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置した時の前記測
位手段の測定結果に基づき、実空間座標系からボディマーク表示座標系への座標変換を規
定する変換規則情報を作成するキャリブレーション手段と、
　被検体を表すボディマークと、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイ
ド表示を、前記超音波診断画像に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記
キャリブレーション手段で求めた変換規則情報に基づき、前記測位手段で測定した前記超
音波プローブの位置から前記ボディーマークの表示上でのプローブマークの位置を計算し
、計算した位置に前記プローブマークの表示を形成するガイド表示生成手段と、
　を備え、
　前記測位手段は、前記超音波プローブの三次元的な位置及び方位を測定し、
　前記ガイド表示生成手段は、前記ボディマーク表示座標系における前記プローブマーク
の奥行き方向の位置座標に応じて、前記ガイド表示におけるそのプローブマークの表示サ
イズを変化させる

～３のいずれか１項に

～３のいずれか１項に



断装置。
【請求項６】
　請求項１ 記載の超音波診断装置において、
　前記ガイド表示生成手段は、前記超音波プローブを用いた被検体内の観察作業中に前記
測位手段からリアルタイムで与えられる測定結果に基づき、前記ガイド表示をリアルタイ
ムで生成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項 ～ のいずれかに記載の超音波診断装置において、
　前記測位手段は、
　所定の基準部位と前記超音波プローブとのうちの一方に設けられ、測位信号を発信する
信号発生手段と、
　所定の基準部位と前記超音波プローブとのうちの他方に設けられ、前記測位信号を検出
する信号検出手段と、
　前記信号検出手段の検出信号に基づき前記超音波プローブの基準座標系での位置及び方
位を求める測位情報計算手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項１ 記載の超音波診断装置であって、更に、
　同じ観察対象部位について、被検体の体格のバリエーションに応じて複数のボディマー
クを保持するボディマーク保持手段と、
　被検体の体格に関する情報を取得する被検体情報取得手段と、
　前記被検体情報取得手段で取得した前記被検体の体格に関する情報に基づき、前記ボデ
ィマーク保持手段に保持された観察対象部位に対応する複数のボディマークのうち、その
被検体に対応するものを前記ガイド表示用に選択する選択手段と、
　を備える超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項 記載の超音波診断装置において、
　前記キャリブレーション手段は、前記選択手段が選択したボディマークに合わせて前記
変換規則情報を求めることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　超音波プローブを被検体に当接して超音波を送受波し、受波信号に基づき超音波診断画
像を生成して表示する超音波診断装置であって、
　超音波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位手段と、
　被検体を表すボディマークと、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイ
ド表示を、前記超音波診断画像に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記
測位手段で測定した前記超音波プローブの位置から前記ボディーマークの表示上でのプロ
ーブマークの位置を計算し、計算した位置に前記プローブマークを表示するとともに、前
記ボディマーク表示座標系における前記プローブマークの視点からの距離に応じて、前記
ガイド表示におけるそのプローブマークの表示サイズを変化させるガイド表示生成手段と
、
　を備える超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波診断装置において、超音波プローブの位置を超音波診断画像と関連づけ
て表示するガイド表示に関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置では、例えば電子走査式の超音波プローブを被検体に当接し、電子走査に
より被検体の断層画像を作成して画面表示することが一般的である。このような断層画像
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を保存して後で観察する場合などには、表示中の断層画像が被検体のどの部分を示したも
のかがユーザに分かるようにすることが重要である。このため、従来から、図１２に示す
ように、被検体を模したボディマーク７００を例えばディスプレイ上の断層画像７１０の
脇に表示し、そのボディマーク７００上に超音波プローブの位置や向きを示すプローブマ
ーク７０２を表示することが行われている。
【０００３】
従来の一般的な構成では、腹部、胸部、頸部など、複数の部位のボディマークの図形デー
タが超音波診断装置に記憶されており、ユーザ（医師）がこれらの中から所望のものを選
択して表示させる構成となっている。また、プローブマークについては、トラックボール
等の操作デバイスを用いてボディマークに対するプローブマークの位置や向きを指定する
構成が一般的である。典型的には、ユーザは、保存したい断層画像が表示された状態で画
面をフリーズ（一時停止）し、ボディマークを選択し、プローブマークの位置及び向きを
設定した上で、その断層画像を保存する。
【０００４】
このような従来の一般的な構成では、被検体を上から見た時の二次元的な超音波プローブ
の位置と向きは表現できるが、超音波プローブの三次元的な傾きまでは表現できない。例
えば心臓等の診断では、超音波プローブを同じ位置に当てたまま傾きを変えて必要な断層
画像を得るため、その断層画像がどの断面を切り取ったものなのかを把握するには超音波
プローブの三次元的な傾きの情報が必要になるが、上記の一般的な構成では三次元的な傾
きを表現できないため、情報として不十分であった。
【０００５】
これに対し、特開２０００－２０１９２６には、ボディマークとプローブマークを三次元
画像として表示する超音波診断装置が開示されている。この装置では、プローブマークの
二次元的な向きや三次元的な傾きを、トラックボールに付随した輪体を回転させ設定する
ことで、断層画像の走査面に応じたプローブマークを表示する。
【０００６】
また、特開２００１－１７４３３には、ボリュームレンダリング処理により三次元画像デ
ータを作成する超音波診断装置において、視線方向から見た三次元のボディマークと三次
元のプローブマークを表示する仕組みが開示されている。この文献には、ユーザがトラッ
クボール等の操作により超音波プローブの位置や向きを指定する方式の他に、超音波プロ
ーブに磁気素子を埋め込み、その磁気を周辺に離散配置された３個以上の磁気センサで検
出し、その検出信号に基づき超音波プローブの位置を計算してプローブマークの表示に利
用する方式も開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
特開２００１－１７４３３の技術は、プローブマークの表示位置を自動的に求めることが
できるという点で有用なものであるが、患者の体型の差に関しての配慮が十分ではない。
すなわち、体型は患者によって大きく変わる場合があるのに対し、ボディマークは一般的
に全患者に共通であるため、解剖学的に同じ位置に超音波プローブを配置したとしても、
患者の体格の違いによってボディマーク上でのプローブマークの位置が異なってくるとい
う問題が起こりうる。例えば、患者の脇腹に超音波プローブを当てた場合、患者が太って
いる場合はプローブマークがボディマークの外側に浮いた状態に見え、患者がやせている
場合は脇腹より内側の位置にあるように見えるなど、プローブマーク表示では実際の配置
位置とは異なった位置に超音波プローブがあるように見えてしまう。
【０００８】
この先行技術文献は、「その計算した位置と、事前に寝台又は被検体に対して位置照合し
ておいた超音波プローブ１の基準位置とのずれに基づいて、被検体と超音波プローブ１と
の位置情報を測位する」（００２５段落）といった具合に、実空間で計測した位置とボデ
ィマーク表示上での位置との間の位置合わせについて、一応の考慮は払っているといえる
。しかしながら、この文献は、「基準位置とのずれ」により位置合わせする手法を提示す
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るのみであり、これでは患者の体格差によるプローブマークの表示位置のずれを補正する
ことはできない。
【０００９】
本発明は、以上の課題に鑑みなされたものであり、被検体の体格差に起因するプローブマ
ークの表示位置のずれを解消又は低減できる超音波診断装置を提供することを目的とする
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明 超音波診断装置は、超音波プローブを
被検体に当接して超音波を送受波し、受波信号に基づき超音波診断画像を生成して表示す
る超音波診断装置であって、前記超音波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位
手段と、被検体上の所定の複数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置した時の
前記測位手段の測定結果に基づき、実空間座標系からボディマーク表示座標系への座標変
換を規定する変換規則情報を作成するキャリブレーション手段と、被検体を表すボディマ
ークと、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイド表示を、前記超音波診
断画像に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記キャリブレーション手段
で求めた変換規則情報に基づき、前記測位手段で測定した前記超音波プローブの位置から
前記ボディーマークの表示上でのプローブマークの位置を計算し、計算した位置に前記プ
ローブマークの表示を形成するガイド表示生成手段と、を備える。
【００１１】
　この構成では、複数の基準部位の位置を測位手段で測定し、これに基づき実空間座標系
からボディマーク表示座標系への座標変換の変換規則情報を定めているので、それら基準
部位間の距離の拡大縮小を反映した変換規則情報を定めることができる。これにより、体
格が異なる被検体に対して同じボディマークを用いる場合でも、キャリブレーション手段
で変換規則情報を求めることで、その体格差を吸収できる。

【００１２】
本発明の好適な態様では、前記複数の基準部位は、各座標軸についてそれぞれ異なる少な
くとも２つの座標値が得られるように選定され、前記キャリブレーション手段は、前記複
数の基準部位に前記超音波プローブをそれぞれ配置した時の前記測位手段の測定結果から
得られる各座標軸ごとの異なる少なくとも２つの座標値から、実空間座標系での当該座標
軸についての座標値をボディマーク表示座標系での対応座標軸の座標値へ変換する変換規
則を定める。
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の基礎となる

　そして本発明に係る超音波診断装置は、上記基礎となる構成に加え、更に前記キャリブ
レーション手段によるキャリブレーション作業の際に、前記各基準部位の位置を示したキ
ャリブレーションガイド表示を提供するキャリブレーションガイド手段、を備える。
　また本発明の別の側面では、超音波診断装置は、上記基礎となる構成において、前記測
位手段は、前記超音波プローブの三次元的な位置及び方位を測定し、前記ガイド表示生成
手段は、前記プローブマークとして三次元的なマークを用いるとともに、前記超音波プロ
ーブの三次元的な位置及び方位から前記変換規則情報に基づき前記ガイド表示上での前記
三次元的なプローブマークの三次元的な位置及び方位を計算し、その計算結果に従って前
記三次元的なプローブマークの表示を生成し、前記ガイド表示生成手段は、前記ボディマ
ークとして三次元的なマークを用い、前記ガイド表示生成手段は、前記三次元的なボディ
マークを半透明表示とし、前記プローブマークが視点から見てそのボディマークの裏側に
ある場合にも、そのボディマークを透過してそのプローブマークが前記ガイド表示上で視
認できるようにする。
　また本発明の別の側面では、超音波診断装置は、上記基礎となる構成において、前記測
位手段は、前記超音波プローブの三次元的な位置及び方位を測定し、前記ガイド表示生成
手段は、前記ボディマーク表示座標系における前記プローブマークの奥行き方向の位置座
標に応じて、前記ガイド表示におけるそのプローブマークの表示サイズを変化させること
を特徴とする。



【００１３】
本発明の別の好適な態様では、前記キャリブレーション手段は、前記各基準部位に前記超
音波プローブをそれぞれ配置した時に前記測位手段で測定した位置が、当該基準部位の前
記ボディマーク表示座標系における位置に座標変換されるように前記変換規則情報を求め
ることを特徴とする。
【００１５】
また本発明の好適な態様では、前記ガイド表示生成手段は、前記超音波プローブを用いた
被検体内の観察作業中に前記測位手段からリアルタイムで与えられる測定結果に基づき、
前記ガイド表示をリアルタイムで生成する。
【００２０】
また本発明の好適な態様では、前記測位手段は、所定の基準部位と前記超音波プローブと
のうちの一方に設けられ、測位信号を発信する信号発生手段と、所定の基準部位と前記超
音波プローブとのうちの他方に設けられ、前記測位信号を検出する信号検出手段と、前記
信号検出手段の検出信号に基づき前記超音波プローブの基準座標系での位置及び方位を求
める測位情報計算手段と、を備える。
【００２１】
また本発明の好適な態様では、同じ観察対象部位について、被検体の体格のバリエーショ
ンに応じて複数のボディマークを保持するボディマーク保持手段と、被検体の体格に関す
る情報を取得する被検体情報取得手段と、前記被検体情報取得手段で取得した前記被検体
の体格に関する情報に基づき、前記ボディマーク保持手段に保持された観察対象部位に対
応する複数のボディマークのうち、その被検体に対応するものを前記ガイド表示用に選択
する選択手段と、を備える。
【００２２】
また好適な態様では、前記キャリブレーション手段は、前記選択手段が選択したボディマ
ークに合わせて前記変換規則情報を求めることを特徴とする。
【００２３】
また本発明に係る超音波診断装置は、超音波プローブを被検体に当接して超音波を送受波
し、受波信号に基づき超音波診断画像を生成して表示する超音波診断装置であって、超音
波プローブの実空間座標系での位置を測定する測位手段と、被検体を表すボディマークと
、超音波プローブを表すプローブマークとを表示したガイド表示を、前記超音波診断画像
に関連づけて生成するガイド表示生成手段であって、前記測位手段で測定した前記超音波
プローブの位置から前記ボディーマークの表示上でのプローブマークの位置を計算し、計
算した位置に前記プローブマークを表示するとともに、前記ボディマーク表示座標系にお
ける前記プローブマークの視点からの距離に応じて、前記ガイド表示におけるそのプロー
ブマークの表示サイズを変化させるガイド表示生成手段とを備える。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する。
【００２６】
図１は、本発明に係る超音波診断装置全体の概略構成を説明するための図である。まずこ
の装置は、超音波診断画像（以下単に診断画像と呼ぶ）形成・表示のための機構として超
音波プローブ１０、送受信部１２，信号処理部１４，ＤＳＣ（デジタル・スキャン・コン
バータ）１６，画像合成部１８，表示装置２０，及び制御部３０を備えている。超音波プ
ローブ１０は、送受信部１２からの制御に従って被検体１００内を超音波ビームで走査し
、被検体内からのエコーを受信して電気的な受信信号に変換する。ここで、本実施形態は
超音波プローブの形式を問わないものであり、超音波プローブ１０としては、機械走査式
も電子走査式も、また二次元画像形成用も三次元画像形成用も用いることができる。超音
波プローブ１０が受信した受信信号は、送受信部１２を介して信号処理部１４に送られ、
ここでＢモード画像やカラードプラ画像等の公知の診断画像を形成するための信号処理が
行われる。この信号処理の結果が、ＤＳＣ１６により走査変換（及び必要に応じてデータ
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補間）されることにより、表示装置２０の走査方式に適合したフォーマットの診断画像が
形成される。画像合成部１８は、ＤＳＣ１６で形成された診断画像を、後述するボディマ
ーク等のガイド表示などのキャラクタ・グラフィクス画像と例えば画像メモリ上で合成す
る。この合成結果の画像が、表示装置２０に表示され、ユーザ（医師等）に提供される。
【００２７】
制御部３０は、以上に説明した診断画像形成・表示のための処理モジュール群の制御を含
め、本装置の全体動作を制御するモジュールである。制御部３０は、操作パネル３４から
入力されるユーザの指示に応じて本装置の各部を制御し、その指示に応じた処理を実現す
る。制御部３０は、典型的には、制御内容を記述したプログラムをＣＰＵ等のプロセッサ
に処理させることにより構成することができる。なお、本実施形態では、ボディマークと
プローブマークからなるガイド表示をその主眼としているので、制御部３０の中でも特に
そのガイド表示のための処理を行う部分を取り上げ、ガイド表示生成部３２として示して
いる。
【００２８】
本実施形態では、超音波プローブ１０の位置や方位を実測し、その実測情報に基づきボデ
ィマーク上でのプローブマークの位置や向きを決定して、表示を行う。本明細書では、ボ
ディマークとプローブマークの両方を三次元画像として表示する構成を主たる例として説
明することとするが、本発明の原理は従来一般的な二次元のボディマーク・プローブマー
ク表示にも適用可能である。
【００２９】
図１の例では、超音波プローブ１０の位置・方位の検出に、磁気センサを用いた測位シス
テムを利用する。このシステムは、磁場発生器２２と磁気センサ２６の組合せで構成され
る。
【００３０】
磁場発生器２２は、互いに直交する３方向をそれぞれ軸方向とした３つの磁場発生コイル
を有しており、これら磁場コイルにより室内に所定の三次元磁場分布を形成する。磁気セ
ンサ２６は、互いに直交する３方向をそれぞれ軸方向とした３つの検出コイルを有してお
り、これら３つのコイルでそれら３方向各々の磁場の強さを検出する。磁場発生器２２で
形成した所定の磁場分布の中に磁気センサ２６を置けば、磁気センサ２６で検出した３軸
各方向の磁場の強さから、磁場発生器２２に対する磁気センサ２６の相対的な三次元位置
及び三次元方位を求めることができる。このような磁気利用の三次元測位システムは、ヴ
ァーチャルリアリティシステム等の分野で利用されており、本実施形態においてもそれを
利用することができる。
【００３１】
図１の構成例では、磁場発生器２２を室内の固定位置（図１の例では被検体１００が載置
されるベッド１０２の下であるが、これには限らない）に配設し、超音波プローブ１０に
磁気センサ２６を配設し、固定の磁場発生器２２を基準とした磁気センサ２６の位置方位
を求める構成をとっている。しかし、これは一例に過ぎない。超音波プローブ１０に磁場
発生器を設け、室内の固定位置に磁気センサを配設するという逆の構成でも、同様に位置
方位検出が可能である。
【００３２】
測位制御部２４は、磁場発生器２２を制御して所定の磁場分布を形成させると共に、磁気
センサ２６の検出信号から、超音波プローブ１０の三次元の位置及び方位を求め、この合
計６次元の位置方位情報を制御部３０に供給する。なお、以下では、ガイド表示における
三次元の表示空間と区別するために、実際の空間のことを実空間と呼ぶことにする。
【００３３】
制御部３０では、ガイド表示生成部３２が、この実空間における超音波プローブ１０の位
置及び方位をもとに、ガイド表示の表示空間での超音波プローブ（すなわちプローブマー
ク）の位置及び方位を計算する。そして、ガイド表示生成部３２は、計算した位置及び方
位のプローブマークと、ボディマークとをレンダリングし、ガイド表示を生成する。この
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ように生成したガイド表示は、画像合成部１８にて診断画像と合成され、表示装置２０に
表示される。
【００３４】
図２は、ガイド表示生成部３２の詳細構成を示す図である。この図に示すように、ガイド
表示生成部３２は、ボディマーク表示処理部３０２，プローブマーク表示処理部３０４，
レンダリング処理部３１０，キャリブレーション処理部３１２，個人情報入力処理部３１
４，各種設定入力処理部３１６を備える。これら各処理モジュール３０２～３１６は、記
憶装置４０に記憶された情報をもとに、ガイド表示生成のための処理を実行する。
【００３５】
記憶装置４０には、ボディマーク情報４００，プローブマーク情報４１０，及び座標変換
情報４２０が記憶されている。
【００３６】
この例では、ガイド表示上で超音波プローブの種類が区別できるよう、超音波プローブの
種類ごとにプローブマーク情報４１０を用意している。また、ボディマークについても、
被検体の種別（例えば肥満体型や痩せ型体型などの一般的な体型や、妊娠周期に応じた体
型の種別など。また犬や猫などの種の区別なども考えられる）や、被検体における診断部
位（腹部、背中、頸部など）がガイド表示上で区別できるよう、それぞれの種別又は部位
（両方でもよい）ごとに、ボディマーク情報４００を用意している。すなわち、本実施形
態では、同じ診断部位でも、体格の相違に応じて複数のボディマークを用意している。こ
れは、実際の被検体とガイド表示のボディマークとの間の形状の相違を低減するためのも
のである。例えば、妊娠している女性の場合、妊娠周期によって腹部の形状が大きく変わ
ってくるので、図３に示す（ａ）妊娠初期、（ｂ）妊娠中期、及び（ｃ）妊娠後期の各ボ
ディマーク（簡単のため二次元のボディマークを示している）のように、腹部のボディマ
ークを妊娠周期の範囲ごとに複数用意することで、実際の被検体に近いボディマークを用
いることができる。同様に、太った人と痩せた人では腹部の形状が大きく異なるので、同
じ腹部についても肥満度合いに応じて複数のボディマークを作成することで、ボディマー
クの形状を実際の被検体に近づけることができる。
【００３７】
個々のボディマーク情報４００は、プロパティ４０２，形状データ４０４，キャリブレー
ション部位データ４０６を含んでいる。プロパティ４０２は、当該ボディマークの属性情
報であり、例えばそのボディマークの名称など、そのボディマークが何を表しているか（
例えば「肥満体型の人の腹部」など）を示す情報を含む。また、どのような場合にこのボ
ディマークを選択するかを規定する選択基礎情報を含めることも好適である。すなわち、
本実施形態の装置では、ユーザが明示的に所望のボディマークを選択する方式に加え、被
検体（例えば患者）の身長、体重などの個人情報をもとに適切なボディマークを自動選択
したり、或いはユーザによるボディマーク選択を支援したりする方式を備える。前述の選
択基礎情報は、例えば「このボディマークは肥満度Ｘ％以上に該当する」など、個人情報
によるボディマーク選択の際の判断の基礎となる情報である。なお、ボディマークを自動
選択（あるいは選択支援）するプログラム側に、選択のルールを完全に記述してしまうこ
とも可能であり、この場合にはボディマーク情報４００にはその選択基礎情報は必要ない
。
【００３８】
形状データ４０４は、ボディマークの形状を示すデータであり、この例では三次元形状デ
ータとして登録されている。
【００３９】
キャリブレーション部位データ４０６は、当該ボディマークを用いる場合（すなわちその
ボディマークに対応する診断部位を診断する場合）において、キャリブレーション時の超
音波プローブの配置位置（キャリブレーション部位）を示す情報である。このキャリブレ
ーションは、ガイド表示においてプローブマークをボディマークに対して正しい位置関係
（すなわち実空間での位置関係に対応する位置関係）で表示できるようにするための処理
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である。キャリブレーション部位としては、みぞおちや臍、脇腹の肋骨の直下の部分など
、被検体の診断部位のなかで解剖学的に判別しやすい部分を用いることにより、キャリブ
レーションの精度を向上させることができる。
【００４０】
本実施形態では、複数のキャリブレーション部位を用いることで、実空間とガイド表示の
表示空間との間の対比スケール（縮尺）を求めるようにしている。図４は、腹部のキャリ
ブレーション部位の例を示している。この例は、ｘ１，ｘ２，ｙ１，ｙ２，ｚ１の合計５
つのキャリブレーション部位を示している。この図では、ベッド１０２に対し仰臥した被
検体に対し、符号Ａで示すようなｘｙｚ座標系を想定している。キャリブレーション部位
ｘ１，ｘ２は両脇腹の肋骨の直下部分である。キャリブレーション作業にて実際の被検体
でのこれら２点ｘ１，ｘ２のｘ座標を求めることにより、ガイド表示のボディマーク上で
のそれら２点のｘ座標との関係から、実空間とガイド表示の表示空間との間でのｘ方向の
座標の変換規則を求めることができる。この変換規則は、ｘ方向についての対比スケール
の情報と、被検体１００のｘ方向についてのずれの情報を含んでいる。後者の「ずれ」は
、被検体１００がベッド１０２上に寝る位置が所定の基準よりもずれることによる。以上
、ｘ方向について説明したが、ｙ方向についても同様であり、キャリブレーション部位ｙ
１，ｙ２は、ｙ方向についての座標の変換規則を求めるためのものであり、この例ではみ
ぞおちの直下と骨盤の左右上端同士の中点との２点を用いている。またキャリブレーショ
ン部位ｚ１はｚ方向についての座標の変換規則を求めるためのものであり、この例では臍
を用いている。臍の代わりに、当該被検体の腹部で最も高い点をｚ１としてもよい。なお
、ｚ方向についてキャリブレーション部位を１つしか設定していないのは、被検体の最下
位置はベッド１０２の高さで規定されるため、もう１点をベッド１０２の高さから求める
ことができるからである（ベッド１０２の高さ自体はあらかじめ制御部３０に登録してお
けばよい）。このように５点のキャリブレーション部位について位置測定を行うことで、
ｘ、ｙ、ｚの各座標軸方向についての座標の変換規則を求めることができる。これが、座
標変換情報４２０として記憶装置４０に登録されることとなる（図２参照）。
【００４１】
なお、図４の例では、各座標軸ごとに２点のキャリブレーション部位を用いたが、これは
あくまで一例である。原理上は、ｘ、ｙ、ｚのすべての座標値が互いに異なっていると想
定される２点をキャリブレーション部位として採用すれば、その２点のｘ、ｙ、ｚ座標を
測定することで、３軸方向すべての座標変換規則を求めることができる。
【００４２】
再び図２に戻り、キャリブレーション部位データ４０６は、上に例示した各キャリブレー
ション部位の、ボディマーク上での位置の情報を含んでいる。これにより、キャリブレー
ション作業の際に、ユーザに対してボディマーク上でキャリブレーション部位を示すこと
ができる。
【００４３】
なお、ここでは、腹部や頸部などの診断部位ごとにボディマークを用意する場合を例にと
ったが、例えば人体の全体形状を三次元モデルとして作成しておき、各診断部位ごとに、
その三次元モデルのどの部分を用いるか（使用範囲）と、ガイド表示での視点位置及び視
線方向とを指定することで、診断部位ごとのボディマークを生成することもできる。この
視点位置及び視線方向により、そのボディマークのガイド表示の表示空間での配置位置及
び方向が規定される。この場合、プロパティ４０２やキャリブレーション部位データ４０
６は、診断部位を表す情報（使用範囲と視点位置及び視線方向）に関連づけて管理すれば
よい。
【００４４】
また、個々のプローブマーク情報４１０は、プロパティ４１２及び形状データ４１４を含
んでいる。プロパティ４１２は、当該プローブマークの属性情報であり、例えばそのプロ
ーブマークに対応する超音波プローブの名称など、そのプローブマークが何を表している
かを示す情報を含む。形状データ４１４は、プローブマークの形状を示すデータであり、
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ここでは三次元形状データとして登録されている。
【００４５】
座標変換情報４２０は、キャリブレーションにより求めた各座標軸方向の座標変換の規則
の情報を含んでいる。
【００４６】
ガイド表示生成部３２は、記憶装置４０に記憶されたこれらの情報に基づき、ガイド表示
を生成する。
【００４７】
ガイド表示生成部３２において、ボディマーク表示処理部３０２は、記憶装置４０に保持
されたボディマーク情報４００から、表示すべきものを選択し、その表示すべきボディマ
ークの形状データを、レンダリング処理部３１０に供給する。このとき、ボディマーク表
示処理部３０２は、選択したボディマーク形状のガイド表示空間での配置位置及び方位の
情報も合わせてレンダリング処理部３１０に渡す。なお、表示すべきボディマークの選択
は、ユーザの選択指示によって行う構成でもよいし、個人情報入力処理部３１４等により
取得した被検体の体格に関する情報に基づき自動選択する構成でもよい。また、ユーザが
診断部位を指定し、その診断部位に対して用意した複数のボディマークの中から、被検体
の体格に関する情報を用いて自動的な絞込を行うなどといった、両者の折衷方式も可能で
ある。
【００４８】
プローブマーク表示処理部３０４は、ユーザが選択したプローブマークの形状データと、
このプローブマーク形状のガイド表示空間での配置位置及び方位の情報をレンダリング処
理部３１０に供給する。このうち、配置位置及び方位の情報については、三次元測位シス
テムによって計測した超音波プローブの位置方位情報に基づき計算する。このため、プロ
ーブマーク表示処理部３０４には、三次元測位システムから超音波プローブ１０の位置方
位情報を取得する位置方位情報取得部３０６と、取得した位置方位情報をガイド表示の表
示空間での座標系の位置方位に変換する座標変換部３０８とを備える。この座標変換部３
０８の処理結果が、ガイド表示の表示空間でのプローブマークの配置位置及び方位の情報
としてレンダリング処理部３１０に供給される。座標変換部３０８は、キャリブレーショ
ンにより生成され、記憶装置４０に登録されている座標変換情報４２０に基づき上記の変
換処理を実行する。
【００４９】
レンダリング処理部３１０は、ボディマーク表示処理部３０２から与えられたボディマー
クの形状データと、プローブマーク表示処理部３０４から与えられたプローブマークの形
状データとをレンダリングし、ガイド表示を生成する。ガイド表示の表示空間でのボディ
マークやプローブマークの配置位置や方位も各表示処理部３０２及び３０４から与えられ
ているので、それに従って表示空間にボディマークやプローブマークの三次元形状を配置
し、指定された視点及び視線方向に従ってレンダリング処理を行う。視点及び視線方向は
、例えばベッドの真上の所定位置（視点）から真下を見下ろす設定をデフォルトの視点及
び視線方向としておけば、直感的に分かりやすいガイド表示を得ることができる。もちろ
ん、この視点及び視線方向をユーザの指示に応じて変更可能とする構成も可能である。
【００５０】
キャリブレーション処理部３１２は、ガイド表示におけるプローブマーク表示のキャリブ
レーションを行う処理機構である。このキャリブレーション処理部３１２は、前述したキ
ャリブレーション部位データ４０６に基づく各軸方向についての実空間とガイド表示空間
との座標変換の規則の計算・登録の処理を行う。
【００５１】
また、キャリブレーション処理部３１２は、この他に、方位のキャリブレーションや、座
標軸のキャリブレーションも行うようにすることもできる。
【００５２】
方位のキャリブレーションは、三次元測位システムで実測した超音波プローブの三次元方
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位から、プローブマークをガイド表示上で正しい方位で表示できるようにするためのキャ
リブレーションである。この方位キャリブレーションは、例えば、超音波プローブ１０を
所定の方位に向け、このときに三次元測位システムが測定した方位情報が、その所定の方
位に対応するガイド表示空間での方位に変換されるよう、方位に関する座標変換（回転）
の行列を作成するなどの処理となる。
【００５３】
座標軸のキャリブレーションは、三次元測位システムで測定した三次元位置の座標軸方向
とガイド表示空間の座標軸方向とを一致させるためのキャリブレーションである。この座
標軸キャリブレーションでは、例えば、実空間において所定の原点、ｘ軸上の原点以外の
点、ｙ軸上の原点以外の点、及びｚ軸上の原点以外の点にそれぞれ超音波プローブを配置
してその各々の三次元位置を三次元測位システムで計測する。そして、それら各点の実測
位置がガイド表示空間の座標系で原点、ｘ軸上、ｙ軸上、ｚ軸上にそれぞれ来るように、
回転及び平行移動の座標変換規則を求めればよい。ここで、実空間での座標軸は、例えば
矩形のベッド１０２の短辺をｘ軸、長辺をｙ軸とするなど、ベッド１０２を基準に定めて
おけば、直感的に分かりやすい。
【００５４】
このようにして求めた座標系の回転、平行移動の座標変換に、前述の各座標軸方向につい
ての座標変換（すなわち当該軸方向についての対比スケールとずれ補正）を組み合わせる
ことで、実空間での三次元位置からガイド表示空間での三次元位置への座標変換が定まる
。すなわち、実空間から表示空間への座標変換は、一般的には座標系の平行移動、回転、
各軸方向についての一様な拡大又は縮小により表現できるが、超音波診断装置におけるボ
ディマーク等のガイド表示では、体格が異なる被検体に対して同じボディマークを利用し
なければならないという制限がある。同じ診断部位について体格ごとに複数のボディマー
クを用意するという前述の手法を採用すれば、体格に近いボディマークを用いることでこ
の制限による問題は幾分緩和されるが、あらゆる体格について個別にボディマークを用意
することは現実問題として不可能なので、問題解決には限界がある。そこで本実施形態で
は、各座標軸方向ごとに個別に拡大・縮小を行うことで、被検体の体格差を吸収し、ボデ
ィマークに合わせた表示位置を求められるようにしている。この各座標軸方向ごとの拡大
・縮小については、各座標軸方向ごとについての対比スケールをそれぞれ求めることによ
り、実行できる。
【００５５】
なお、方位キャリブレーションや座標軸キャリブレーションについては、被検体の個体差
は無関係なので、一度実行すれば、経時変化等により三次元測位システムの出力に無視で
きない変化が生じるまでは行う必要はない。これに対し、各座標軸ごとについての対比ス
ケールを求めるキャリブレーションは、個体差を解消するためのものなので、原理上、各
被検体ごとに行うことになる。ただし、似た体型の被検体が連続する場合など、一度行っ
たキャリブレーションの結果を後の被検体に流用できる場合もある。
【００５６】
また、以上の例では、座標軸のキャリブレーションと、個々の被検体の体格差や寝る位置
のずれ等を吸収するためのキャリブレーションとを別々に行ったが、これらを統合するこ
ともできる。この統合方式では、図４に示したキャリブレーション部位ｘ１とｘ２を結ぶ
線がｘ軸、ｙ１とｙ２を結ぶ線がｙ軸となるように座標変換規則を求める。すなわち、ガ
イド表示空間において、ｘ１及びｘ２はｘ軸上の点として、ｙ１及びｙ２はｙ軸上の点と
して、それぞれ（ｘ、ｙ）座標を決めておき、三次元測位システムで測定したｘ１，ｘ２
，ｙ１，ｙ２の（ｘ、ｙ）座標がそれぞれガイド空間上でのｘ１，ｘ２，ｙ１，ｙ２の（
ｘ、ｙ）座標に変換されるように、座標変換規則を求める。
【００５７】
以上説明したように、実空間からガイド表示空間への座標変換のうち、位置についての座
標変換は、座標軸キャリブレーションで求めた座標軸の回転、平行移動、一様な拡大縮小
の変換と、個別の被検体についての各座標軸方向についての個別の拡大・縮小を含む変換
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との組合せで規定される。また、方位についての座標変換は、方位キャリブレーションで
求めた変換で規定される。したがって、実空間での超音波プローブ１０の位置及び方位を
、ガイド表示空間でのプローブマークの位置及び方位に移す、全体としての座標変換は、
それら各変換を結合したものとして表すことができ、これが座標変換情報４２０となる。
ただし、このうちの被検体ごとの各座標軸方向についての個別の拡大・縮小を含む変換に
ついては、各被検体ごとのキャリブレーション作業によって随時変更される。
【００５８】
次に、個人情報入力処理部３１４は、被検体の個人情報（ここでは被検体が人間であると
想定している）を入力するための手段である。個人情報入力処理部３１４は、例えば、被
検体の識別情報（氏名や患者ＩＤなど）の入力を受け付ける。この識別情報は、例えば、
診断画像がどの患者のものなのかを示す情報として、診断画像と共に保存することができ
る。また、この識別情報をもとに、ネットワーク上等に存在する患者データベースからそ
の被検体の体格に関する情報（例えば身長と体重。妊婦の場合は妊娠周期など）を取得す
ることもできる。このように取得した被検体の体格に関する情報は、ボディマーク表示処
理部３０２での被検体の体格に応じたボディマークの自動選択に利用することができる。
なお、以上では、被検体の識別情報の入力を受け付け、その識別情報をキーとしてその被
検体の体格に関する情報を検索する場合を示したが、この代わりに、体格に関する情報（
身長・体重など）を個人情報入力部３１４から直接入力する構成とすることもできる。
【００５９】
各種設定入力処理部３１６は、本装置に関する各種の設定情報を入力するための手段であ
る。例えば、ベッド１０２の高さ（ｚ軸方向についてのキャリブレーションに利用可能）
は、この各種設定入力処理部３１６から入力される。
【００６０】
以上、本実施形態の超音波診断装置の構成について説明した。次にこの装置を用いた超音
波診断処理の手順について説明する。
【００６１】
新たな被検体を診断する場合、大まかな流れとしては、まずその被検体に応じて装置キャ
リブレーションを行い、その後その被検体上で超音波プローブ１０を動かしながら、各部
の診断画像を得るという流れとなる（ただし前の被検体のキャリブレーション結果が流用
できる場合は、キャリブレーションは不要である）。
【００６２】
このうち被検体に応じたキャリブレーションの流れを、図５を参照して説明する（ここで
は、被検体によらない方位や座標軸のキャリブレーションについては既に完了しているも
のとする）。
【００６３】
この流れでは、まず診断部位に応じたボディマークと、使用する超音波プローブに応じた
プローブマークを選択する（Ｓ１０）。この選択は、ユーザの指示入力に応じて行うこと
もできるし、自動選択により行うこともできる。
【００６４】
このように表示するボディマークとプローブマークが選択されると、以降、当該ボディマ
ークに対してあらかじめ設定された複数のキャリブレーション部位の各々に超音波プロー
ブを当て、その時の超音波プローブの位置を三次元測位システムで測定することで、各座
標軸方向についてのキャリブレーションを行う。ここで、本実施形態では、各キャリブレ
ーション部位を表示装置２０に順に表示し、この表示に従ってユーザに順に超音波プロー
ブを配置していってもらう。
【００６５】
すなわち、まずキャリブレーション処理部３１２は、１番目のキャリブレーション部位を
画面に表示する（Ｓ１２）。ユーザはこの画面表示を参考に、そのキャリブレーション部
位まで超音波プローブを持っていき、その部位に正しく超音波プローブを当てたところで
、操作パネル３４のボタン押下げなどにより座標登録指示を行う（また超音波プローブに
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座標登録指示のためのボタンを設けてもよい）。キャリブレーション処理部３１２は、ス
テップＳ１２の表示の後、この座標登録指示の到来を待ち（Ｓ１４）、その指示を受ける
と、そのとき三次元測位システムの測位制御部２４から供給されている超音波プローブの
位置座標の情報（実測座標）を登録する（Ｓ１６）。そして、次のキャリブレーション部
位について、ステップＳ１２～Ｓ１６の処理を行い、当該ボディマークに設定されたすべ
てのキャリブレーション部位の処理が完了するまで、このループを繰り返す（Ｓ１８）。
そして、すべてのキャリブレーション部位の実測座標の取得が完了すると、それら各部位
の実測座標に基づき、ｘ、ｙ、ｚの各軸方向についての座標変換の規則を求め、これを記
憶装置４０の０座標変換情報４２０に登録する（Ｓ２０）。
【００６６】
図６は、ステップＳ１２でのキャリブレーション部位の案内表示の例を示す図である。図
６の例では、選択されたボディマーク５００（簡単のため二次元的に示しているが、三次
元画像とすることも可能である）を画面表示し、そのボディマーク５００上に、当該キャ
リブレーション部位に当てた超音波プローブを示すプローブマーク５５０を表示している
。
【００６７】
図７は実際の超音波プローブ５０の例を示す図である。この超音波プローブ５０には、所
定の位置、例えば電子走査の起点に対応する位置に対してマーク５２が設けられている。
図６のプローブマーク５５０にも、そのマーク５２に対応するインデックスマーク５５２
を表示することで、超音波プローブの向き（位置関係）がガイド表示上で明確に把握でき
る（ただしこのキャリブレーションでは、原理上超音波プローブの位置のみが分かればよ
いので、インデックスマーク５５２を表示する必要は必ずしもない）。作業の流れでは、
例えばまず図６の（ａ）に示すようにキャリブレーション部位ｘ１（図４参照）を画面表
示して実測座標を取り込み、次に（ｂ）に示すようにキャリブレーション部位ｘ２を画面
表示して実測座標を取り込み、次に（ｃ）に示すようにキャリブレーション部位ｙ１を画
面表示して実測座標を取り込む、といった流れとなる。このようにキャリブレーション部
位を順に示し、座標取り込みを行うという手順をとることで、作業誤りの低減を図ってい
る。なお、図６の例では、キャリブレーション部位をプローブマークで示すので、通常の
ガイド表示の仕組みをそのまま流用してキャリブレーション部位を示すことができるとい
う利点がある。ただし、キャリブレーション部位の案内表示の機構をガイド表示とは別に
設けてももちろんかまわない。また、キャリブレーション部位の案内表示の機構自体を設
けない装置構成も考えられる。
【００６８】
以上のようにしてキャリブレーションが終わると、超音波プローブを用いた観察が可能に
なる。この観察のモードでのガイド表示生成部３２の処理を、図８を参照して説明する。
この処理では、タイマー等を用いて所定時間間隔ごとの処理タイミングの到来を監視する
（Ｓ３０）。そして、処理タイミングが到来すると、プローブマーク表示処理部３０４が
、測位制御部２４から、実測した超音波プローブ１０の位置方位情報を取得し（Ｓ３２）
、その位置方位情報を座標変換情報４２０に従って座標変換する（Ｓ３４）。これにより
、ガイド表示空間におけるプローブマークの位置及び方位が求められる。このプローブマ
ークの位置及び方位の情報がレンダリング処理部３１０に渡され、レンダリングされる（
Ｓ３６）。これにより、今回の処理タイミングで新たに検出した超音波プローブマークの
位置及び方位に応じて、ガイド表示上でのプローブマークの位置及び方位が変更される。
【００６９】
処理タイミングの間隔を十分に短くすれば、超音波プローブの位置や方位の変化を、ガイ
ド表示に対しほぼリアルタイムで反映させることができる。したがって、ユーザは、手元
を見なくても、表示装置２０の画面上で診断画像の脇に表示されるガイド表示にて、超音
波プローブ１０の位置や向きを把握することができる。また、このとき診断画像とガイド
表示を表示した画面をビデオ録画等の手段で保存しておけば、後でその画面を再生表示し
た場合、時々刻々の診断画像を形成した時の超音波プローブ１０の位置及び方位を、ガイ
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ド表示で確認することができる。
【００７０】
図９は、本実施形態の超音波診断装置における表示装置２０の表示画面７００の一表示例
であり、この例では、診断画像８００の脇に、ガイド表示６００が表示されている。この
例は、頸動脈の観察を行っている場合についてのものであり、ガイド表示６００には、頸
部を示すボディマーク５００と、診断画像８００を求めた時の超音波プローブ１０の位置
及び方位を表したプローブマーク５５０が、三次元画像として示されている。超音波プロ
ーブ１０の極性については、インデックスマーク５５２を表示することにより、ユーザに
把握できるようにしている。なお、図９の例では、簡単のため、プローブマーク５５０を
表す三次元形状モデルとして直方体を用いたが、もっと実際の超音波プローブの立体形状
に近い形状モデルを用いることも可能である。
【００７１】
以上説明したように、本実施形態によれば、まず超音波プローブ１０の位置や方位を三次
元測位システムで計測し、計測した位置及び方位をガイド表示上のプローブマークの位置
及び方位に反映させることができるので、ユーザがプローブマークの位置や方位を手動入
力する必要がない。また、このことから、ガイド表示上でのプローブマークの位置及び方
位を実際の超音波プローブ１０のそれに合わせてリアルタイムで更新することも可能とな
る。したがって、超音波プローブ１０を移動させて観察位置や方向を動的に変え、その時
得られる診断画像を動画表示するような場合も、その動画表示に合わせてガイド表示のプ
ローブマークも動画表示することができる。
【００７２】
また、本実施形態では、被検体ごとに、所定の複数のキャリブレーション部位に超音波プ
ローブ１０を配置し、その時の超音波プローブ１０の位置の実測結果に基づき、各座標軸
方向ごとの拡大・縮小のスケールを反映した座標変換規則を求め、観察モードではこの変
換規則に従ってガイド表示のための座標変換を行うので、被検体の体格差に起因するプロ
ーブマークの表示位置のずれを解消又は低減することができる。
【００７３】
また、本実施形態では、ガイド表示上のプローブマークとして、三次元形状モデルをレン
ダリングした三次元画像を用いるので、超音波プローブ１０の三次元的な傾きについても
ガイド表示上で表現することができる。ここでは超音波プローブのみをプローブマークと
して表示したが、その超音波プローブによる走査面も合わせて三次元表示することも好適
である。
【００７４】
また、本実施形態では、三次元のガイド表示空間に配置されるプローブマークやボディマ
ークの三次元形状モデルをレンダリングすることで、ガイド表示を生成している。したが
って、この手法によれば、三次元的に見て違和感の少ないガイド表示を生成できる。また
、この手法によれば、視点から超音波プローブまでの距離に応じて、ガイド表示上でのプ
ローブマークの大きさが透視図法的に変化する。したがって、本実施形態のガイド表示で
は、画面の面内（例えばｘ、ｙ軸方向）での超音波プローブの位置だけでなく、画面に対
する奥行き方向（例えばｚ軸方向）についての超音波プローブの位置も表現することがで
き、ユーザにとって超音波プローブの三次元的な位置がより把握しやすくなる。
【００７５】
ただし、この場合、一般に被検体の厚みはそれほど大きくはないので、画面の面内の方向
と奥行き方向とを同じスケールで取り扱うと、超音波プローブの奥行き方向の位置が変わ
っても、それがガイド表示上でのサイズの変化としてあまりはっきりと現れない場合も考
えられる。そのような場合には、奥行き方向の距離変化がプローブマークの表示サイズに
より大きく反映されるよう、奥行き方向のスケールに調整を加えることも好適である。
【００７６】
また、ボディマークの色を半透明とすることで、視点から見て被検体の裏側に超音波プロ
ーブを当てた時のそのプローブの位置及び方位を、ガイド表示に示すことができる。この
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場合、超音波プローブが被検体の裏側にある場合は、プローブマークがボディマークの半
透明の色を透して見えることになるので、プローブマークの表示サイズでの奥行き表現に
加え、プローブマークの色によっても、超音波プローブが被検体の裏側にあることが分か
る。
【００７７】
以上に説明した奥行き関係の表現の効果を図１０及び図１１を参照して説明する。図１０
は仰臥した被検体の腹部に超音波プローブ１０を当てた時のガイド表示の例であり、図１
１は同じ仰臥した被検体の脇腹の背面に超音波プローブ１０を当てた時のガイド表示の例
である。このように、腹部に当てた時よりも背面に当てた時の方がプローブマーク５５０
が小さく表示される。また、超音波プローブ１０が腹部に当てられている時と背面に当て
られている時とでプローブマーク５５０の色が異なっている。これらにより、正面から見
た時の位置が同じであっても、表示の大きさによって、超音波プローブ１０が腹部に当て
られているのか背面に当てられているのかを判別できる。
【００７８】
以上の例では、磁気センサを用いる三次元測位システムを使用して超音波プローブの実空
間での位置を計測したが、これは本発明にとって必須の要件ではない。この代わりに、例
えば磁場に変えて光や音波や電波を利用することも可能である。光検出を利用する場合、
磁場発生器２２に変えて光信号発生器を利用し、磁気センサ２６に変えて光検出器を用い
る。光信号発生器は磁場発生器２２の場合と同様に、室内の異なる位置において異なる光
量となるよう光量分布を形成し、その光量分布を光検出器により検出する。この際、光検
出器を超音波プローブ１０の異なる３点に固定してその各々の検出信号を三角測量の原理
で解析することにより、それら３点の位置を検出でき、これに基づき超音波プローブ１０
の位置及び方位を求めることができる。また、別の方法として、超音波プローブ１０にジ
ャイロセンサや３軸の加速度センサを設け、それら各センサの出力信号を処理することで
超音波プローブ１０の位置や方位を計算することも可能である。
【００７９】
また、以上では三次元的な位置及び方位のすべてを測定できる三次元測位システムを用い
た場合を説明したが、超音波プローブの位置のみを測定できる測位システムを用いる装置
構成でも、本実施形態における被検体の体格差についてのキャリブレーションの効果は得
ることができる。
【００８０】
また、以上の例は、三次元画像を用いてガイド表示を行うものであったが、従来一般的な
二次元的なガイド表示においても、本実施形態の測位システムを用いたプローブの位置方
位検出や、被検体の体格差についてのキャリブレーションの手法を利用することができ、
同様の効果を得ることができる。この場合、測位システムとして上記実施形態と同様の三
次元測位システムを用いたとしても、測定結果のうちのｘｙ面内についての位置及び方位
の情報を用いれば、二次元のガイド表示上でのプローブマークの位置及び向きを求めるこ
とができる。また、二次元のプローブマークであっても、三次元の奥行き情報に応じて表
示サイズを変えるなどにより、奥行き方向の位置を表現することも可能である。
【００８１】
また、以上では、体表に当接する超音波プローブを例にとって説明したが、内視鏡的超音
波プローブなど、体内に挿入するタイプのプローブについても、本実施形態の装置構成は
適用可能である。例えばそのプローブの先端に磁気センサを設けておけば、体内でのプロ
ーブの先端の位置や向きをガイド表示に示すことができる。内視鏡的超音波プローブのよ
うに、長尺で湾曲可能なプローブの場合は、プローブの根本から先端までの間のいくつか
のポイントに磁気センサを設け、各ポイントの位置等を測位システムで計測し、それら各
ポイントの位置をガイド表示上に示すことで、そのプローブの挿入経路を示すことも可能
である。なお、いずれの場合も、上記実施形態と同様の被検体の体格差についてのキャリ
ブレーションを行うことにより、体格差に起因するプローブマークの表示位置のずれを解
消又は低減できる。

10

20

30

40

50

(15) JP 3793126 B2 2006.7.5



【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数の基準部位の位置を測位手段で測定し、これ
に基づき実空間座標系からボディマーク表示空間座標系への座標変換の変換規則情報を定
めることにより、それら基準部位間の距離の拡大縮小を反映した変換規則情報を定めるこ
とができる。これにより、体格が異なる被検体に対して同じボディマークを用いる場合で
も、キャリブレーション手段で変換規則情報を求めることにより、その体格差を吸収でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る超音波診断装置の全体構成を概略的に示す図である。
【図２】　ガイド表示生成部の構成例を詳細に示す図である。
【図３】　同じ診断部位について体格ごとに複数種類のボディマークを用意する場合の例
を示す図である。
【図４】　診断部位に対して複数設定されるキャリブレーション部位の例を示す図である
。
【図５】　被検体の体格差についてのキャリブレーションの流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図６】　図５のキャリブレーションの際に表示するキャリブレーション部位の案内表示
の例を示す図である。
【図７】　超音波プローブの外観の一例を示す図である。
【図８】　超音波プローブにより被検体内の観察を行う際のガイド表示の生成処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図９】　実施形態の超音波診断装置の表示画面の一例を説明するための図である。
【図１０】　プローブマークの表示サイズを変えることにより、超音波プローブの奥行き
方向の位置が表現できることを説明するための図である。
【図１１】　プローブマークの表示サイズを変えることにより、超音波プローブの奥行き
方向の位置が表現できることを説明するための図である。
【図１２】　従来のボディマーク・プローブマーク表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
１０　超音波プローブ、１２　送受信部、１４　信号処理部、１６　ＤＳＣ、１８　画像
合成部、２０　表示装置、２２　磁場発生器、２４　測位制御部、２６　磁気センサ、３
０　制御部、３２　ガイド表示生成部、３４　操作パネル、１００　被検体、１０２　ベ
ッド。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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